
任期付職員(児童家庭相談援助員)の

募集について
岬町では、次のとおり任期付職員（児童家庭相談援助員）の募集を行います。希望され

る方は、以下の要領により応募してください。

募集職種・人数及び資格等 任期付短時間勤務職員（児童家庭相談援助員）

◆労働条件

雇用期間 令和７年６月１日～令和８年３月３１日

※ただし、この募集は育児休業職員の代替職員募集であるため、

雇用期間の延長等、変更になる場合があります。

労働時間 ９時００分～１７時３０分（うち休憩４５分）

※週労働時間３１時間（ただし、繁忙期は残業有り）

給 料 ２２３,６００円（月給制） 賞 与 有り

休 日 土日・祝日及び年末年始

休 暇 年次有給休暇 有（１３日）※その他特別休暇有り

社会保険等 有 （雇用保険・労災・健康・厚生年金）

交 通 費 有 （岬町職員に準じ支給）

◆応募方法 履歴書（顔写真付）、資格証明書の写しを持参または郵送してください

◆選考方法 書類選考及び面接

◆面接日等 随時連絡します。

◆申込先・問合せ先

岬町 まちづくり戦略室 町長公室担当（人事担当）

〒５９９－０３９２ 岬町深日２０００番地の１ ＴＥＬ：４９２-２７２８（直通）

職 種 勤 務 地 人数 資格等 その他

児童家庭

相談援助員

岬町役場

子育て支援課
１名

社会福祉士

精神保健福祉士

公認心理士

保育士

幼稚園教諭

教員免許

等いずれか

・普通自動車運転免許（ＡＴ限

定可）

・パソコン操作（ワード・エク

セル）のできる方

・児童虐待等のケースワーカー

の経験がある方が望ましい

急募


